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抄録：「国土交通省 CALS/EC アクションプログラム 2008」の目標-1 では，入札契約書

類の完全電子化による手続きの効率化により一連の調達が，すべてインターネット上で

可能とすることを目標とする等，調達手続きの電子化に積極的に取り組んでいる．今回，

電子入札システムを構成する機器の保守期限切等に伴い，システムを構成する 100 台以

上の機器の更新を実施した．本稿では，大規模システムの円滑な機器更新に関する取り

組みについて報告する． 
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１． はじめに 

 

近年，わが国では，情報技術の発展に伴い，イン

ターネット等のネットワークを活用した電子商取引

等が活発に行われている．国土交通省では，「国土

交通省 CALS/EC アクションプログラム 20081)」の目

標-1 において，入札契約書類の完全電子化による手

続きの効率化により一連の調達がすべてインターネ

ット上で可能とすることを目標とする等，調達手続

きの電子化に積極的に取り組んでいる． 
国土交通省電子入札システム（以下，本システム

と称す）は，平成 15 年 4 月より工事・業務の分野にお

いて，平成 17 年 4 月より物品・役務の分野において本

格運用しており，平成 21 年度における電子入札件数は

約 4 万 5 千件，応札者数は延べ約 30 万者にも達して

いる． 
一方，システム運用開始後，既に数年が経過し，機

器の保守期限切れによる交換部品の調達不可等，様ざ

ま問題を抱えており，早急に機器の更新を行う必要性

に迫られていた． 
以下本稿では，本システムを対象として，大規模

システムの機器更新時における留意点等について私

見を述べる． 

 

２．検討の背景 

 

本システムは，「入札契約の過程の透明性の確保」，

「公平な競争環境の確保」，「事務コストの縮減」，

「談合等不正行為の排除に寄与」を目的として構築

されたシステムである．そのシステム運用経緯を表

－１に示す．平成 14 年度に旧機器の構築後，既に数

年が経過し，平成 22 年度初旬には主要機器の保守期

限切れが発生すると共に，システム処理性能低下等の

事象が発生する状況となっていた． 
本システムは，100 台以上の機器から構成されていた

が，機器の保守期限切れは，機器故障時，異常時等に

おける部品交換不可，システム停止が発生する可能性

があるという危機的状況にあった． 
そのため，これら喫緊の課題を解決するため，平

成 19 年度より検討を開始し，平成 22年度より更新

機器による本格運用を実施すべく，機器の更新を行

った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－１ 本システムの運用経緯 

１ ： 非会員 工修 元 （財）日本建設情報総合センター 建設情報研究所 CALS/EC 部 
(現 株式会社建設技術研究所 東京本社情報部) 
(〒103-8430 東京都中央区日本橋浜町 3-21-1，Tel :03-3668-0451, E-mail : maniwa@ctie.co.jp) 

２ ： 正会員 工修 （財）日本建設情報総合センター 建設情報研究所 CALS/EC 部 
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３．旧機器に関する問題点の整理 

 

前述のとおり，旧機器については，主要機器の保

守期限切れを迎えるという大きな問題があったが，それ

以外にも様ざまな問題を抱えていた．旧機器に関する

問題点を整理して以下に示す． 

（１）維持管理コストの増大 

サーバに実装するミドルウェア等のライセンス費用は，

サーバ毎に必要となる．旧機器においては，DB サーバ

等の機器増設に伴い，サーバ内に実装する Oracle 等

のライセンス費用の増大が課題となっていた．そのため，

全体最適化の観点から，統合可能なサーバについては

統合を行い，維持管理コスト縮減を図る必要があった． 

（２）運用体制強化への対応 

旧機器は，メインセンターと称されるインターネットデ

ータセンター内に設置されており，ログ情報収集，異常

監視通知等のメンテナンス作業は，メインセンターで一

元的に実施しており，遠方からの監視制御は不可の状

態となっていた． 
そのため，機器故障時，異常時等における障害復旧

時間に時間を要しており，更なる利便性向上のため，リ

モートメンテナンスの実現等，運用体制を強化する必要

性に迫られていた． 
 
４．機器更新における問題点 

 

（１）システム停止期間の発生 

旧機器から更新機器へシステムを移行する場合，そ

の移行方式として，図－１に示す 2方式が考えられた． 

移行方式の比較を表－２に示すが，案件の取り扱い，

利用者の利便性，システム連携，移行に伴う機能改良，

運用要員の観点から，本システムでは，一括移行方式

を採用した．一括移行方式には，システム停止が伴うた

め，利用者等への事前アナウンス，事前稼働テスト，移

行計画書の作成等の入念な事前準備が必要であった． 
 表－２ 移行方式の比較表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）機器更新直後のシステムへの過大負荷 

一括移行方式の採用に伴い，約 2 週間のシステム停

止期間が発生することとなった．更新機器によるシステ

ム再開直後は，年度末の入札のピークに該当するため，

一時的にアクセスが集中し，本システムへの過大負荷

が想定された．本システム再開直後に想定された発注

者側，応札者側の負荷要因について，それぞれ表－３，

表－４に示す． 

①一括移行方式： 

新システムへの切替えを，一時期に全面的に行う方式 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
②並行移行方式： 

新システムを別に構築し，一定期間並行稼働，検証等を行

い移行する方式 

 

新システム

現行システム

新システム

現行システム 本番利用（全件）

本番利用（全件）

移行作業①実施

移行準備①

・環境構築
・データ移行（必要な場合）
・運用体制整備 移行準備②

・データ移行（必要な場合）

移行作業②実施

本番利用（一部）

本番利用（一部）旧機器 

更新機器 

新システム

現行システム

新システム

現行システム

本番利用（全件）

本番利用（全件）

移行作業実施

移行準備

・環境構築
・データ移行（必要な場合）
・運用体制整備

旧機器 

更新機器 

表－３ 発注者側作業の想定負荷要因 

 

図－１ システム移行方式の概念図 
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本システムへの過大負荷要因としては，発注者側作

業による「案件登録処理」がほとんどであると想定された．

そのため，過大負荷緩和対策を実施し，システムの安

定運用を図ることが必要であった． 
 
５．機器更新による技術的解決（旧機器問題への対応） 

 

（１）サーバ統合による維持管理コストの縮減 

全体最適化の観点から，統合可能な DB サーバ等に

ついて統合を行い，必要となるソフトウェアのライセンス

数を削減することで維持管理コスト縮減を実現すると共

に，サーバ台数を削減することでグリーン IT 化に寄与し

た．機器更新前後における DB サーバ等の構成を図－

２に示す． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（２）運用体制強化による利便性の向上 

運用体制を強化するため，遠隔地であるバックアップ

センターから，メインセンターのリモート操作を可能とす

る機能を実装した．図－３にリモートメンテナンスの

実現方式を示す．リモートメンテナンス機能の実装によ

り，ログ情報収集時間の短縮，作業負荷の軽減，障害

復旧時間の短縮，更なるシステム運用時の利便性の向

上を可能とした． 

表－４ 応札者側作業の想定負荷要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図－３ リモートメンテナンスの実現方式
 
６．円滑な機器更新の実現に向けて 

 

（１）システム停止への効率的対応 

一括移行方式に採用に伴い，約 2 週間のシステム停

止期間が発生することとなったが，前述のとおり，本シス

テムの年間電子入札件数は約 4 万 5 千件，応札者数は

延べ約 30 万者にも達しており，利用者に迷惑をかけな

いためにもシステム移行は慎重に行う必要があった． 
最大のポイントは，システム停止期間作業中における

不測の事態に備え，旧機器への切戻しポイントを明確

にし，機器更新の成否の有無に関わらず，システムを不

断することなく運用させることであった． 
a）システム停止期間中の主要作業タスク 

システム停止期間中の主要タスクを以下に示す．特

に，データ移行作業の成否が，システム移行成否のポ

イントとなっていた． 
・回線切替作業：本省およびメインセンターにおいてネ

ットワーク回線の切替を実施する． 
・データ移行作業：旧機器から新機器へのデータの移

行作業を実施する．旧機器よりデータのexport を実

施後，データ退避サーバを経由して新機器への

importを行う． 
・機能外部連携テスト作業：各地方整備局および関係

機関とのシステム連携動作の確認を実施する． 
・最終確認テスト作業：発注者端末を用いて，新機器に

おける電子入札システムを実際に操作し，継続案件

および新規案件の各案件において入札方式ごとに

動作確認を実施する． 
図－２ DB サーバ等の構成 

・受入テスト作業：発注者端末を用いて，最終的な簡易

動作確認テストを実施する． 
・事後作業：テスト用案件データの削除を実施する． 

- 39 -



 
 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火

1
データ移行ツール配置
旧機器からのデータexport
旧機器からのdmpコピー
更新機器へのdmpコピー
更新機器へのデータimport

3
4
5
6
7

No. 主な作業項目
平成21年　12月 平成22年　1月

回線切替

2

予備日

デ
ー
タ
移
行

最終確認テスト
受入テスト
事後作業

機能外部連携テスト

19
)

旧機器への切戻し
重要判断切戻し

ポイント①
重要判断切戻し

ポイント②

  
ｂ）切戻しポイントの設定 案件一括登録ツールを利用することで，事前に約

300 件の案件登録を行うことができ，システム運用再開

直後の過大負荷を緩和することができた． 
システム停止期間中の作業工程を図－４に示す．今

回の作業において，切戻しポイントを 2 点設定し，

その時点で作業が停滞している場合は，機器更新作

業を中断し，旧機器によるシステム運用に戻すこと

とした． 

大規模システムのシステム移行に際しては，システム

再開直後のあらゆる状況を想定し，事前に用意周到な

準備を行っておくことが賢明である． 
・重要判断切戻しポイント①：1/4 から実施する機能外

部連携テスト等作業を開始するための最終判断ポイ

ント．この時点までに行うべき作業が完了していない

場合，旧機器によるシステム運用に切り替えるか否か

緊急対策会議を開催する． 

 

７．おわりに 

・重要判断切戻しポイント②：この時点までに行うべき作

業が完了していない場合，確実に旧機器によるシス

テム運用に切り替える． 
今回の作業において，順調に作業は進展したため，

結果として，旧機器によるシステム運用に切り替える必

要はなく，円滑に機器更新を実現することができた． 
しかし，大規模システムのシステム移行には，切戻し

ポイントを明確する等の事前準備を行い，システムを不

断なく運用させることに配慮することが重要である． 
（２）システム運用再開直後の過大負荷対応 

更新機器後のシステム運用再開直後に想定された

「案件登録処理」の過大負荷緩和対策として，オフライ

ンによる案件一括登録を実施した． 
具体的には，事前に案件一括登録ツールを利用し，

手動により DB に案件登録を行った．案件一括登録ツ

ールの機能を表－５に示す． 

 
 
 
 
 
 
 

 

本稿では，大規模システムの機器更新時における

留意点等について私見を述べた． 

我が国の社会資本は，戦後の高度経済成長ととも

に着実に整備されてきたが，今後，こうした社会資

本の高齢化が急速に進行するという課題に直面して

いる．そのため，今後，社会資本の維持管理費，更

新費が急速に増加していくことが想定されている． 

一方，情報技術の分野においては，近年，クラウ

ドコンピューティング，SaaS 等の技術が発展し，サ

ーバ等のハードウェアを所有することなく，サービ

ス提供を受けることが可能となってきている． 

しかし，社会資本同様，大規模システムを保有す

る限りは，維持管理，機器更新等に常に配慮しなが

ら安定的なシステム運用に努める必要があり，今後

も大規模システムの機器更新の機会は増大するもの

と予見する． 

今回の機器更新における教訓を基にして，利用ユ

ーザーに安定したサービス提供を実施したいと考え

ている． 

 

図－４ システム停止期間中の作業と切戻しポイント 

表－５ 案件一括登録ツールの機能 
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